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１月28日
（金曜日）
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週
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・
金
曜
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指
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林
整
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争
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札
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加
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に
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備
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告

示

山
口
県
告
示
第
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

水
島
眼
科

岩
国
市
麻
里
布
町
一
丁
目
五
番
五
号

令
和
三
、

九
、

一

タ
ナ
カ
歯
科
医
院

周
南
市
福
川
一
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

〃

一
〇
、
二
一

メ
ロ
デ
ィ
薬
局

山
口
市
幸
町
三
番
四
九－

三
号

〃

一
一
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

萩
市
国
民
健
康
保
険
大
島
診
療

所

萩
市
大
島
五
の
九

令
和
三
、

一
二
、

一

メ
ロ
デ
ィ
薬
局

山
口
市
幸
町
三
番
四
九－

三
号

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七

条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
森
林
整

備
工
事
（
次
の
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
（
以
下

「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い

う
。
）
並
び
に
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
の
時
期

及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

森
林
整
備
工
事

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施
設

事
業
の
う
ち
地
ご
し
ら
え
、
植
栽
、
除
伐
、
間
伐
及
び
保
育
に
関
す
る
工
事
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す

る
工
事

二

競
争
入
札
参
加
資
格

㈠

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

で
、
県
が
発
注
す
る
森
林
整
備
工
事
の
請
負
対
象
設
計
額
に
応
じ
、
二
等
級
に
区
分
し
て
格
付
さ

れ
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

⚑

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴

政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
百
六
十
七
条
の

四
の
規
定
に
基
づ
き
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
以
外
の
者
で
、
林
業
労
働

力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

一
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う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
口
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
者

⑵

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

告
示
（
令
和
二
年
山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号
）
二
の
㈠
の
規
定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一

般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
（
土
木
一
式
工
事
又
は
造
園
工
事
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
「
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
。
た
だ

し
、
令
和
五
年
度
の
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
が
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
建

設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚒

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
技
術
職
員
」
と
い
う
。
）
を
常
時
雇
用
し
て
い
る

者
で
あ
る
こ
と
。

⑴

森
林
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
林
業
普
及
指
導
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
（
森
林
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
森
林
法
第
百

八
十
七
条
第
五
項
の
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
を
含
む
。
）

⑵

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
士

（
森
林
部
門
に
係
る
第
二
次
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。
）

⑶

農
林
水
産
大
臣
か
ら
林
業
作
業
士
（
フ
ォ
レ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
）
、
現
場
管
理
責
任
者

（
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
ダ
ー
）
又
は
統
括
現
場
管
理
責
任
者
（
フ
ォ
レ
ス
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）

の
登
録
を
受
け
た
者

⑷

一
般
社
団
法
人
日
本
森
林
技
術
協
会
か
ら
林
業
技
士
の
登
録
を
受
け
た
者

⑸

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
、
大
学
又
は
高
等

専
門
学
校
（
以
下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
林
業
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て

卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
高
等
学
校
等
を
卒
業
し
た
後
、
森
林
の
施
業
に
係
る
指
導
監

督
及
び
施
工
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
一
年
に
六
十
日
以
上
か
つ
三
年
以
上
（
同
法
に

よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
一
年
に
六
十
日
以
上
か
つ
二

年
以
上
）
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

⑹

森
林
の
施
業
に
係
る
指
導
監
督
及
び
施
工
管
理
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
一
年
に
六
十
日

以
上
か
つ
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

⚓

常
時
五
人
以
上
の
森
林
の
施
業
に
係
る
作
業
の
経
験
を
有
す
る
職
員
（
技
術
職
員
を
含
む
。

以
下
「
作
業
職
員
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
作
業
職
員
の
う
ち
三
人
以

上
の
作
業
職
員
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
九
条
第
三

項
に
規
定
す
る
特
別
の
教
育
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

号
）
第
三
十
六
条
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ

と
。

⚔

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

㈡

競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
は
、
作
業
職
員
の
数
を
審
査
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

㈢

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
が
認
定
さ
れ
た
日
の
翌
日
か

ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
と
す
る
。

三

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法

㈠

申
請
の
時
期
は
、
令
和
四
年
二
月
四
日
以
降
随
時
と
す
る
。

㈡

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様

式
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈢

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官

憲
が
証
明
し
た
同
様
の
書
類
）
、
個
人
に
あ
っ
て
は
誓
約
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）

⚒

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
改
善
計
画
認
定
書
の
写
し
、
建
設
工
事

等
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
認
定
通
知

書
の
写
し

⚓

二
の
㈠
の
⚒
及
び
⚓
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

⚔

納
税
証
明
書
（
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
権
限
を
有
す
る
本
国
の
官
憲
が
証
明

し
た
同
様
の
書
類
）

⚕

営
業
所
の
所
在
状
況
を
記
載
し
た
書
類

⚖

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）

⚗

⚑
か
ら
⚖
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類

㈣

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

⚑

申
請
書
は
日
本
語
で
作
成
を
し
、
そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は
訳
文
の

付
記
又
は
添
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

添
付
書
類
に
記
載
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省

令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
通
知
す
る
。

五

審
査
事
項
等
の
変
更
の
届
出

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
三
の
㈢
に
掲
げ
る
書
類
（
変
更
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

住
所

㈡

商
号
又
は
名
称

㈢

代
表
者
の
氏
名

㈣

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定

二
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㈤

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格

㈥

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

㈦

代
理
人

別
記
第
⚑
号
様
式

※
受
付
番
号

※
登
録
番
号

※
受

付

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
商
号
又
は
名
称

ふ
り

が
な

代
表
者
氏
名

ふ
り

が
な

（
電

話
局

番
）

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

局
番
）

令
和
⚔
年
度
及
び
令
和
⚕
年
度
に
お
い
て
山
口
県
が
発
注
す
る
森
林
整
備
工
事
に
係
る
競
争
入
札

に
参
加
し
た
い
の
で
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
全
て
の
記
載
事
項
は
、
事
実
と
相
違
な
い
こ
と
並
び
に
県

か
ら
確
認
書
類
の
提
示
等
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
い
つ
で
も
応
じ
る
こ
と
を
誓
約
し

ま
す
。

作
業

職
員

の
数

✔
人

✔
の
う
ち
技
術
職
員
の
数

資
格
等
の
名
称

人
数
人

✔
の
う
ち
安
全
衛
生
教
育
を
受
け
た
者
の
数

人

注
１
※
印
欄
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

２
「
✔
の
う
ち
技
術
職
員
の
数
」
欄
は
、
同
一
人
が
二
以
上
の
資
格
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち

の
主
な
一
の
資
格
等
に
よ
り
記
入
す
る
こ
と
。

３
「
✔
の
う
ち
安
全
衛
生
教
育
を
受
け
た
者
の
数
」
欄
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
59条

第
３
項
に
規
定
す

る
特
別
の
教
育
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
36条

第
８
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け

た
者
の
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

二
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第
⚒
号
様
式

誓
約

書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

申
請
者
住
所
氏
名

私
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
167条

の
⚔
第
⚑
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

第
⚓
号
様
式

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
誓
約
書

年
月

日
山
口
県
知
事
様

申
請
者
住

所
商
号
又
は
名
称

代
表
者
氏
名

山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
別
表
措
置
基
準
第
16号

か
ら

第
22号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

ま
た
、
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
お
い
て
は
、
同
基
準
第
16号

か
ら
第
22号

ま
で
に
該
当
す
る
行
為

を
行
わ
な
い
こ
と
を
併
せ
て
誓
約
し
ま
す
。

四
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注
申
請
時
に
お
い
て
は
、
第
16号
か
ら
第
20号
ま
で
の
規
定
中
「
役
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
、
申
請
者
の

役
員
及
び
そ
の
支
店
又
は
営
業
所
（
常
時
、
森
林
整
備
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
い
う
。
）
を
代

表
す
る
者
」
と
、
第
16号
中
「
有
資
格
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
」
と
、
第
17号
中
「
使
用
し
た
」
と
あ
る

の
は
「
使
用
し
て
い
る
」
と
、
第
18号
中
「
使
用
人
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
の
使
用
人
」
と
、
「
与
え
た
」
と

あ
る
の
は
「
与
え
て
い
る
」
と
、
第
21号

中
「
締
結
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
締
結
し
て
い
る
」
と
、
第
22号

中
「
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
し
て
い
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
別
表
措
置
基
準
抜
粋

（
暴
力
団
排
除
）

16
役
員
等
又
は
有
資
格
業
者
の
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
者
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
⚓
年
法
律
第
77号
。
以
下
「
暴
力
団
対
策
法
」
と
い
う
。
）
第
⚒
条
第
⚒
号
に
規
定
す

る
団
体
（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
対
策
法
第
⚒
条
第
⚖
号
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
暴
力

団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
の
構
成
員
で
は
な
い
が
、
暴
力
団
と
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
組
織
の
威

力
を
背
景
と
し
て
暴
力
的
不
法
行
為
等
を
行
う
者
及
び
暴
力
団
に
資
金
や
武
器
を
配
給
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の

組
織
の
維
持
、
運
営
に
協
力
し
若
し
く
は
関
与
す
る
者
（
以
下
「
暴
力
団
準
構
成
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と

き
。

17
役
員
等
が
業
務
に
関
し
、
不
正
に
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
及
び
暴
力
団
準
構
成
員
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

18
役
員
等
若
し
く
は
使
用
人
が
、
い
か
な
る
名
義
を
も
っ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
に

対
し
て
金
銭
、
物
品
そ
の
他
財
産
上
利
益
を
不
当
に
与
え
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

19
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

20
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
法
人
、
組
合
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

21
県
工
事
を
施
工
す
る
に
当
た
り
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
と
知
り
な
が
ら
、
下
請
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

22
県
工
事
を
施
工
す
る
に
当
た
り
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
又
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
と
知
り
な
が
ら
、
資
材
・
原
材
料
等
の
購
入
、
機
材
等
の
借
入
れ
、
又
は
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
の
使
用
を
し
た
と
き
。



第
⚔
号
様
式

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届

年
月

日
山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所
商
号
又
は
名
称

ふ
り

が
な

代
表
者
氏
名

ふ
り

が
な

（
電

話
局

番
）

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

局
番
）

下
記
の
と
お
り

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
の
間
の
競
争

入
札
参
加
資
格
に
係
る
審
査
事
項
等
に
変
更
が
生
じ
た
の
で
、
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

記

変
更
事
項

変
更
年
月
日

変
更

の
内

容

変
更

前
変

更
後

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

規

定

必

要

な

有

権

者

の

数

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
第
一
項

二
二
、
八
〇
三

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
五

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七
十
六

条
第
一
項

二
四
二
、
五
一
八

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
条

第
一
項

下
関
市
選
挙
区

七
二
、
一
一
四

宇
部
市
選
挙
区

四
五
、
六
七
〇

山
口
市
選
挙
区

五
二
、
九
七
九

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

一
四
、
〇
九
一

防
府
市
選
挙
区

三
一
、
九
三
三

下
松
市
選
挙
区

一
五
、
七
四
八

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

三
八
、
六
二
八

光
市
選
挙
区

一
四
、
二
三
八

長
門
市
選
挙
区

九
、
四
四
三

柳
井
市
選
挙
区

八
、
八
四
一

美
祢
市
選
挙
区

六
、
七
五
〇

周
南
市
選
挙
区

三
九
、
六
〇
二

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

一
七
、
一
六
四

周
防
大
島
町
選
挙
区

四
、
四
九
八

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
選
挙
区

八
、
三
五
四

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
一

条
第
一
項

四
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副
知
事
、
県
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
監
査

委
員
又
は
公
安
委
員
会

の
委
員
の
解
職
の
請
求
地
方
自
治
法
第
八
十
六

条
第
一
項

二
四
二
、
五
一
八

県
の
教
育
委
員
会
の
教

育
長
又
は
委
員
の
解
職

の
請
求

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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